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付
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衆
議
院
議
員
岡
本
充
功
君
提
出
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日
の
政
府
経
済
見
通
し
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

我
が
国
経
済
は
、
昨
年
十－

十
二
月
期
が
大
幅
な
マ
イ
ナ
ス
成
長
と
な
り
、
国
際
機
関
に
お
い
て
も
他
の
主
要
先
進
国
と

比
べ
て
厳
し
い
見
通
し
が
示
さ
れ
る
な
ど
、
景
気
は
急
速
に
悪
化
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
動
き
は
「
平
成
二
十
一
年
度
の

経
済
見
通
し
と
経
済
財
政
運
営
の
基
本
的
態
度
」
（
平
成
二
十
一
年
一
月
十
九
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
政
府
経
済
見
通
し
」

と
い
う
。
）
で
想
定
し
て
い
た
成
長
経
路
を
大
幅
に
下
回
っ
て
い
る
。
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
し
、
「
景
気
の

底
割
れ
」
を
防
ぎ
つ
つ
、
国
民
の
安
心
を
確
保
し
、
未
来
の
成
長
力
強
化
に
つ
な
げ
る
た
め
、
「
経
済
危
機
対
策
」
（
平
成
二

十
一
年
四
月
十
日
「
経
済
危
機
対
策
」
に
関
す
る
政
府
・
与
党
会
議
、
経
済
対
策
閣
僚
会
議
合
同
会
議
決
定
）
を
策
定
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
対
策
に
盛
り
込
ま
れ
た
施
策
の
効
果
も
織
り
込
み
、
我
が
国
経
済
の
先
行
き
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
、
内
閣
府
は
、
「
平
成
二
十
一
年
度
経
済
見
通
し
暫
定
試
算
（
内
閣
府
試
算
）
」
（
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日
内
閣

府
公
表
。
以
下
「
経
済
見
通
し
暫
定
試
算
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
政
府
経
済
見
通
し
を
暫
定
的
に
見
直
し
、
平
成
二
十

一
年
度
の
実
質
国
内
総
生
産
成
長
率
を
マ
イ
ナ
ス
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
と
見
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一



世
界
的
な
金
融
危
機
と
経
済
悪
化
を
受
け
て
、
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
に
基
礎
的
財
政
収
支
を
黒
字
化
さ
せ
る
と
の
目
標

の
達
成
は
、
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
大
胆
な
財
政
出
動
を
す
る
か
ら
に
は
、
中
期
の
財
政
責
任
を
果
た

す
必
要
が
あ
り
、
今
後
、
経
済
財
政
運
営
の
基
本
的
な
考
え
方
を
示
す
べ
く
、
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
の
累
次
の
経
済
対
策
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
景
気
の
急
速
な
悪
化
が
続
き
、
厳
し
い
状
況
に
あ
る
中
で
、
一
定

の
景
気
の
下
支
え
効
果
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
経
済
見
通
し
暫
定
試
算
は
、
こ
の
よ
う
な
効
果
も
踏
ま
え
て
作
成
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
今
般
の
「
経
済
危
機
対
策
」
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
同
対
策
に
盛
り
込
ま
れ
た
施
策
の
裏
付

け
と
な
る
平
成
二
十
一
年
度
第
一
次
補
正
予
算
を
着
実
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
度
の
実
質
国
内
総

生
産
成
長
率
を
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
押
し
上
げ
る
効
果
が
あ
る
と
見
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日
に
公
表
し
た
国
民
年
金
及
び
厚
生
年
金
に
係
る
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
（
以
下
「
財
政

検
証
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
経
済
前
提
に
つ
い
て
は
、
「
経
済
財
政
の
中
長
期
方
針
と
十

年
展
望
比
較
試
算
」
（
平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日
経
済
財
政
諮
問
会
議
提
出
）
を
基
に
算
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

二



財
政
検
証
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百

十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
財
政
検
証
を
行
う
時
点
に
お
け
る
社
会

経
済
状
況
の
下
で
年
金
財
政
の
健
全
性
を
定
期
的
に
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
仮
に
、
財
政
検
証
の
諸
前
提
の
基

礎
と
な
っ
て
い
る
数
値
が
見
直
さ
れ
た
と
し
て
も
、
財
政
検
証
そ
の
も
の
を
や
り
直
す
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三


